








































































（３６） 

公用車の物損事故について（報告第２３号関係） 

 

１ 経緯 

 平成３０年８月２日午前９時５分頃、本市市民環境部職員がごみ収集のため、

大村市東本町６０６番地において、ごみ収集車を前進させた際、○○○○○○○

○○○○○（以下「相手方」という。）所有のブロック塀に接触し、損傷を与え

た。 

 

２ 事故の原因及び処理 

  事故の原因は、当該職員がごみ収集車の右前方に駐車してあった車に気を取られ、

左方向の確認を十分に行っていなかったことによるものである。 

  事故発生後、相手方と事後措置について協議を行い、下記３のとおり示談した。 

なお、当該職員には、今後十分に確認を行い、安全運転に努めるよう厳重に注意

した。 

 

３ 示談内容 

  大村市は、相手方に対し、修理費の全額３９，９６０円（全額保険対応）を損害

賠償金として支払う。 




